






②「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成１８年法律

第４７号）及び「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）による人件費削減の

取組状況（予定のものを含む。）

 ⅰ）主務大臣が中期目標において示した人件費削減の取組に関する事項

　「行政改革の重要方針（平成１７年１２月２４日閣議決定）において示された

総人件費改革の実行計画を踏まえ，人件費削減の取組を行う。

（中期目標　Ⅲ－３－③　人件費の削減に関する目標）

 ⅱ）中期目標において設定した削減目標、国家公務員の給与構造改革を踏まえた

 見直しの方針

　総人件費改革の実行計画を踏まえ、平成１７年度人件費予算相当額をベース

として、平成２１年度までに概ね４％の人件費削減の取組を行う。

（中期計画　Ⅱ－３－⑥　人件費の削減に関する具体的方策）

 ⅲ）上記ⅰ）及びⅱ）の進ちょく状況

・基準年度（平成１７年度）の「給与、報酬等支給総額」 6,419,424 千円

・当年度（平成１８年度）の「給与、報酬等支給総額」 6,379,055 千円

・当年度までの人件費削減率 △ 0.6

計算式＝ （当年度の金額－基準年度の金額）÷基準年度の金額×１００

③本法人における人件費の削減率（対人件費予算相当額）について

・当年度（平成１８年度）の「給与・報酬等支給総額」・・・a 6,379,055 千円

・平成１７年度の「人件費予算相当額」・・・b 6,746,968 千円

・人件費の削減率（対人件費予算相当額） △ 5.5

計算式　＝　（　ａ　－　ｂ　）÷　ｂ　×　１００

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし。




